
 

 

別記様式第７号（規格縦５５ミリメートル、横９１ミリメートル）（第１５条関係） 

 
 

（表面） 
 

 

第    号  

 

身 分 証 明 書  

    所 属   

    職 名  

    氏 名  

上 記 の 者 は 、 人 に や さ し い 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 第

３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を す る 職 員 で あ る

こ と を 証 明 す る 。  

     年     月     日  

                 群 馬 県 知 事           印   

 

 

 

（ 裏 面 ）  

 

 
人 に や さ し い 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 （ 抜 粋 ）  

 
（ 立 入 検 査 ）     
第 ３ ２ 条  知 事 は 、 特 定 生 活 関 連 施 設 の 新 築 等 を し よ   

う と す る 者 又 は 特 定 生 活 関 連 施 設 所 有 者 等 に 対 し 、
前 ３ 条 （ 第 ３ ０ 条 第 ５ 号 を 除 く 。 ） の 規 定 の 施 行 に
必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 検 査 の た め 特 定 生
活 関 連 施 設 又 は そ の 工 事 現 場 に 立 ち 入 り 、 当 該 特 定
生 活 関 連 施 設 の 整 備 基 準 へ の 適 合 状 況 に つ い て 検 査
さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身
分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 人 に 提 示 し な け れ ば
な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査

の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。  

 


